
第９号諮問に係る

第８回世田谷区清掃・リサイクル審議会

令和７年１０月７日（火）

資料３
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第9号諮問審議予定
（第８～９期：令和5年10月～令和8年5月(予定)）

第１回   清掃関連施設見学（可燃・不燃・資源・普及啓発）

第2回 清掃・リサイクル行政が抱える現状と課題について

審議テーマ①  デジタル技術等を活用した新たなごみ減量施策等について

(第3～5回）  ・より効果的な普及啓発に向けた取組

・収集業務等、現場作業の効率化に向けた取組 等

審議テーマ②  経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について

(第５～８回（予定）)  ・経済的インセンティブ等を活用した取組

・家庭ごみの有料化 等

第9回（予定）  答申（素案）のまとめ

第10回（予定）  答申（案）のまとめ

諮問内容

『資源循環型社会の実現に向け区民・事業者の

行動変容を促し、更なるごみ減量・リサイクルを

推進する新たな施策について』
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今日はここ☞



本日の流れ

3

審議 経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について

今日のテーマ  『家庭ごみの有料化』
有料化の円滑な導入に向けた区民への周知等について

  説明  約１５分
まとめ 約９０分
※有料化導入後の収集方法及び不適正排出対策も含めて
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経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について

『家庭ごみの有料化』

有料化の円滑な導入に向けた区民への周知等について

まとめ
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周知する内容
制度・ルールだけでなく、有料化の必要性、有料化による効果

周知の方法
広報紙、ホームページ、SNSなどの各種媒体の活用
住民説明会を通して対面での説明
デジタル技術を活用した効率的・効果的な周知

↓

★トップの強いリーダーシップが重要

『家庭ごみの有料化』
①有料化の円滑な導入に向けた区民への周知等について まとめ①
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周知する内容
制度・ルール等  制度内容や排出ルール、価格といった基本的な内容に加え、

低所得者向けの減免制度などについて十分に周知
有料化の必要性や なぜ有料化を行う必要があるのか、インセンティブの効

 その効果 果や考え方、有料化により期待できる環境
負荷の低減効果、資源・ごみの処理経費や有料化
収支などを、数字で具体的に丁寧に示すことで住民理解の

  促進が期待できる

ごみ減量の目標 最終的なごみ減量の目標を分かりやすく示すことで、
住民の減量行動へ取り組むきっかけにつながる

『家庭ごみの有料化』
①有料化の円滑な導入に向けた区民への周知等について まとめ②
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周知の方法
広報紙、ホームページ、SNSといった既存広報媒体の活用をはじめ、すでに有

料化を実施している自治体においては、多数の住民説明会や集積所への周知チラ
シの掲示など、ありとあらゆる手段を用いて周知を行っていることから、世田谷区に
おいても同様の対応が必要である

世田谷独自の取り組みとして、せたがやPayがあり、約５０万件のアプリダウン
ロード数があることから、お知らせ機能を活用することで、広く効果的な周知が期
待できる

わかりやすい情報内容を丁寧な伝え方で伝えることが、
住民の理解促進に繋がる

『家庭ごみの有料化』
①有料化の円滑な導入に向けた区民への周知等について まとめ③
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今日のテーマ 

経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について

『家庭ごみの有料化』

有料化導入後の収集方法及び不適正排出対策について



収集方法について

集積所収集（ステーション収集）

指定された場所（集積所）にごみを出す方法
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【メリット】

・収集費用（収集車両・人員）が抑えられる

・現行の収集方法のためノウハウの蓄積がある

【デメリット】

・排出者の特定が難しく、不適正排出に対する抑止力効果が低い

集積所の写真

:ごみ収集場所（イメージ）



収集方法について

戸別収集

それぞれの家の前にごみを出す方法

10

【メリット】

・住民サービスの向上

・分別の徹底が期待できる

・不適正排出が抑制される

【デメリット】

・収集体制の再構築

・収集費用の増加（収集車両・人員の増によるもの）

・集合住宅への対応が困難

・地域コミュニティの希薄化に繋がる懸念がある

戸別収集の写真

:ごみ収集場所（イメージ）
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収集方法について

【図１・２】
引用 国立研究開発法人 国立環境研究所 HPより抜粋

https://www.nies.go.jp/kanko/news/39/39-
4/39-4-04.html
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収集方法について
世田谷区の集積所の数：約９４,０００箇所

仮に戸別収集を実施すると・・・

専用住宅（戸建て）

約１２３,０００箇所

集合住宅（アパート、マンション等）

約３６,０００箇所

住商併用（住居と店舗が一緒になったもの）

約１１,０００箇所

合計：約１７０,０００箇所
引用 世田谷の土地利用2021～世田谷区土地利用現況

調査～P２３



収集方法について
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• 集積所収集→戸別収集に変更した事例（品川区/有料化は未導入）

2000
2001

（モデル収集開始）
2002 2003 2004

2005

（戸別全域拡大）
2006

93,473 92,277 90,292 90,050 86,993 85,104 84,438

可燃（t） 71,093 70,397 68,599 67,631 64,765 63,331 62,890

不燃（t） 19,776 19,787 19,927 20,447 20,247 19,717 19,446

粗大（t） 2,604 2,093 1,766 1,972 1,981 2,056 2,102

934 792 1,071 1,057 1,005 1,122 1,028

注１）2001年度における収集運搬費減少の主因は、ごみ減量に伴う雇上車5台の削減.

　２）2002-3年度における収集運搬費増加は、品川清掃工場建替工事に伴う運搬距離の延伸.

年　　度

区収集ごみ量

（t）

収集運搬費

（百万円）

品川区の戸別収集実施前後のごみ量・収集費推移

引用 山谷修作著「ごみ効率化」P１０６「表6-1」

１ ２

①→②の増加率：約20%



収集方法について
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•集積所収集→戸別収集への変更を
検討している事例（茅ヶ崎市）

※令和４年４月から家庭ごみの有料化を導入

有料化導入時は集積所回収だったが、集積
場所を起因とする様々な問題に対応するた
めに戸別収集の実施を検討中

引用 茅ヶ崎市「戸別収集実験事業ガイドブック」



収集方法について
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引用 茅ヶ崎市「戸別収集実験事業ガイドブック」

•集積所収集→戸別収集への変更を検討
している事例（茅ヶ崎市）
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不適正排出について

家庭ごみの有料化を導入すると、
指定した有料ごみ袋で出さない等
の事案が発生する懸念がある

↓

不適正排出をさせない対策が必要

不適正排出の発生防止に効果的と考えられる対策の例
（令和４年３月 一般廃棄物処理有料化の手引き〈改訂〉より抜粋）
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不適正排出について

（注）全国735市区（全市及び東京23区）を対象に2005年2月に実施したアンケート、回収数は607件
（出所）山谷修作「最新・家庭ごみ有料化事情『月刊廃棄物』2005年10月

一般廃棄物処理の有料化と不法投棄及び不法投棄についての苦情等の変化
（令和４年３月 一般廃棄物処理有料化の手引き〈改訂〉より抜粋）
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答申（素案）のまとめ（第９回・令和８年２月頃）

↓

（必要に応じて）答申（案）のまとめ（第１０回・令和８年３月頃）

↓

区長へ答申

今後のスケジュールについて
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